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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面に複数の色材層が面順次に形成された色材層群が面順次に形成され、前
記基材の側縁部かつ前記色材層群同士の境界付近に第１の検知マークが形成された熱転写
シートを準備し、
　被転写体と前記色材層とを重ね合わせて熱転写プリンタで熱転写する印画物の製造方法
において、
　前記熱転写プリンタは、サーマルヘッドと、前記サーマルヘッドの長手方向の端部近傍
に位置する検知マークセンサとを有し、
　前記基材の側縁部には、前記検知マークセンサで読み取ることによって前記色材層の１
単位分を分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に第２の検知マークが形成されて
おり、
　前記第１の検知マークが形成された側の前記基材の側縁部には、前記検知マークセンサ
で読み取ることによって前記色材層の１単位分を前記第２の検知マークと異なる分割数で
分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に、第３の検知マークが形成されており、
　前記第１の検知マークを前記検知マークセンサで読み取ると略同一のタイミングで、サ
ーマルヘッドによる熱転写を開始し、
　前記第１～第３の検知マークを前記検知マークセンサで読み取って、前記色材層の１単
位分を分割使用して複数枚の印画物を製造する、
　ことを特徴とする印画物の製造方法。
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【請求項２】
　前記第１の検知マークは前記基材の一の側縁部に形成されており、前記第２の検知マー
クは前記基材の他の側縁部に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載する印画物の製造方法。
【請求項３】
　前記検知マークは前記色材層に隣接して、前記色材層が存在しない領域として存在する
ことを特徴とする請求項１または２に記載する印画物の製造方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材の一方の面に、複数色の色材層からなる色材層群が、複数群繰り返して
形成され、所定の位置に検知マークが設けられた熱転写シートを使用して、その検知マー
クを読み取って、被転写体に前記色材層を熱転写プリンタにより、熱転写して印画物を製
造する印画物の製造方法に関わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、種々の画像の熱転写方法があるが、それらのなかで、基材シートに昇華性染料と
、バインダーを含む染料層を設けた熱転写シートを用いて、画像情報に応じてサーマルヘ
ッドなどの加熱手段により、染料層中の染料を昇華（熱移行）させて行う昇華型感熱記録
方式が画像形成方法として知られている。また、基材シートに熱に安定な顔料などの着色
剤及びワックスなどの熱溶融性バインダーを含む熱溶融性色材層を設けた熱転写シートを
用いて、同様の加熱手段により、色材層を軟化転写して画像を形成する熱溶融型記録方法
も画像形成方法として知られている。
【０００３】
　これらの熱転写シートは、通常複数色の染料層、又は色材層が基材シートに複数の色を
一組として繰り返し設けられている。そして印字の際に色の開始位置を定める検知マーク
が設けられている。例えば、特許文献１に示されているように、一組の色材層の頭出しの
みに検知マークを設けたり、特許文献２などに示されているように、色材層毎に検知マー
クを設けた熱転写シートが知られている。特に、印字の位置などの精度のよい画像を得る
ためには、各色に検知マークを設けることが好ましい。
【０００４】
　上記に記載されている従来の熱転写シートは、検知マークをセンサーにて読み取り、熱
転写シートの搬送を制御して、熱転写の印字を開始している。これは、熱転写で使用する
プリンタは、検知マークセンサとサーマルヘッドとの設置位置を間隔をおいておき、検知
マークと染料層（印字で使用する領域）とを隣接させる、あるいは両者を一定間隔で設け
ることで対応していることが多い。
【０００５】
　上記のような熱転写シートを使用した熱転写による印画方法では、検知マークと印画で
使用する色材層とを合わせた、複数色の色材層を繰り返して形成した熱転写シートの長さ
が、多数画面をもたせるために、結果として長尺のものとなってしまい、製造コストが増
加してしまう問題がある。また、その長尺の熱転写シートを巻き取った形態では、巻径が
大きくなり、嵩張ってしまい、熱転写プリンタの小型化に対し、障害となってしまう問題
もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭５８－１２２８８９号公報
【特許文献２】特開平９－１０９５６５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような状況においてなされたものであり、画面数が多数であっても、熱
転写シートの長さを抑制することができ、また巻取り形態で巻径も増大することを抑制で
きる熱転写シートを用いた印画物の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的は以下の本発明によって達成される。即ち、本発明の第１の発明は、基材の一
方の面に複数の色材層が面順次に形成された色材層群が面順次に形成され、前記基材の側
縁部かつ前記色材層群同士の境界付近に第１の検知マークが形成された熱転写シートを準
備し、被転写体と前記色材層とを重ね合わせて熱転写プリンタで熱転写する印画物の製造
方法において、前記熱転写プリンタは、サーマルヘッドと、前記サーマルヘッドの長手方
向の端部近傍に位置する検知マークセンサとを有し、前記第１の検知マークを前記検知マ
ークセンサで読み取ると略同一のタイミングで、サーマルヘッドによる熱転写を開始する
、ことを特徴とする。
【０００９】
　また第２の発明は、前記基材の側縁部には、前記検知マークセンサで読み取ることによ
って前記色材層の１単位分を分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に第２の検知
マークが形成されており、前記第１の検知マーク及び前記第２の検知マークを前記検知マ
ークセンサで読み取って、前記色材層の１単位分を分割使用して複数枚の印画物を製造す
る、ことを特徴とする第１の発明に記載する印画物の製造方法である。
【００１０】
　また、第３の発明は、前記第１の検知マークは前記基材の一の側縁部に形成されており
、前記第２の検知マークは前記基材の他の側縁部に形成されている、ことを特徴とする第
２の発明に記載する印画物の製造方法である。
【００１１】
　また、第４の発明は、前記第１の検知マークが形成された側の前記基材の側縁部には、
前記検知マークセンサで読み取ることによって前記色材層の１単位分を前記第２の検知マ
ークと異なる分割数で分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に、第３の検知マー
クが形成されており、前記第１～第３の検知マークを前記検知マークセンサで読み取って
、前記色材層の１単位分を分割使用して複数枚の印画物を製造する、ことを特徴とする第
２の発明に記載する印画物の製造方法である。
【００１２】
　また、第５の発明は、前記検知マークは前記色材層に隣接して、前記色材層が存在しな
い領域として存在することを特徴とする上記第１～４の発明のいずれかに記載する印画物
の製造方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、画面数が多数であっても、熱転写シートの長さを抑制することができ
、また巻取り形態で巻径も増大することを抑制できる熱転写シートを用いた印画物の製造
方法を提供することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの例を示す概略図である。
【図２】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示す概略図である。
【図３】色材層の形成された領域のサイズと、被転写体に印画する画面サイズとの関係を
説明する概略図である。
【図４】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示す概略図である。
【図５】色材層の形成された領域のサイズと、被転写体に印画する画面サイズとの関係を
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説明する概略図である。
【図６】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示す概略図である。
【図７】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写プリンタの例を示す概略図である。
【図８】本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写プリンタの記録部の例を示す概略拡
大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、発明の実施の形態について、詳述する。
　図１は本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの例を示す概略図である。図
示した熱転写シート１は、基材上に、イエロー色材層（Ｙ）、マゼンタ色材層（Ｍ）、シ
アン色材層（Ｃ）を面順次に形成した３色の色材層からなる色材層群３が、面順次に、す
なわち複数繰り返して形成されたものである。その色材層群３が面順次に形成された方向
（Ａ）とほぼ垂直方向である、前記基材の幅方向（Ｂ）の端部、つまり基材の側縁部（Ｌ
）に、前記色材層群３が面順次に形成された方向（Ａ）で、各色材層（Ｙ、Ｍ、Ｃ）のそ
れらの色材層同士の境界付近に、言い換えると色材層群同士の境界付近に、第１の検知マ
ーク（２１、２２、２３）が設けられている。図１では各色材層（Ｙ、Ｍ、Ｃ）の全ての
色材層同士の境界付近に、第１の検知マーク（２１、２２、２３）を設けた例を示したが
、これに限らずに、色材層（Ｃ）と色材層（Ｙ）の境界付近のみに設ける、色材層（Ｃ）
と色材層（Ｙ）の境界付近及び色材層（Ｙ）と色材層（Ｍ）の境界付近のみに設けるなど
行なうことができる。
【００１６】
　本発明で色材層群の用語を用いているが、色材層群は、色材層と略同一面積の画像形成
に使用する１組の色材層のことを意味している。
　本発明で使用される熱転写シートの色材層は、昇華性染料とバインダーを含む染料層、
顔料などの着色剤及びワックスなどの熱溶融性バインダーを含む熱溶融性色材層のいずれ
であっても良いが、フルカラーの写真画像などの印画物を形成するには、上記の染料層を
色材層として用いることが好ましい。
【００１７】
　また、図２は本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示したもので
ある。図示した熱転写シート１は、基材上に、イエロー色材層（Ｙ）、マゼンタ色材層（
Ｍ）、シアン色材層（Ｃ）を面順次に形成した３色の色材層からなる色材層群３が、面順
次に、すなわち複数繰り返して形成されたものである。その色材層群３が面順次に形成さ
れた方向（Ａ）とほぼ垂直方向である、前記基材の幅方向（Ｂ）の端部、つまり基材の側
縁部（Ｌ）に、前記色材層群３が面順次に形成された方向（Ａ）で、各色材層（Ｙ、Ｍ、
Ｃ）のそれらの色材層同士の境界付近に、言い換えると前記色材層群同士の境界付近に、
第１の検知マーク（２１、２２、２３）が設けられている。さらに、前記色材層群３が面
順次に形成された方向（Ａ）で、前記基材の側縁部（Ｌ）であり、かつ前記の各色材層の
形成された領域（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置に、言い換えると前記色材層群の形成
された領域の周辺付近に、第２の検知マーク（４１、４２、４３）が設けられている。こ
の第２の検知マークは、検知マークセンサで読み取られることによって、色材層の１単位
分（Ｒ）を分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に形成されている。
　図２に示した熱転写シート１は、色材層同士の境界付近に設けられた第１の検知マーク
（２１、２２、２３）と、上記の第２の検知マーク（４１、４２、４３）が、両方とも基
材の側縁部（Ｌ）に有するものである。
【００１８】
　図３に、色材層の形成された領域（Ｐ）のサイズと、被転写体に印画する画面（Ｑ）サ
イズとの関係を説明する概略図を示した。図３は、図２に示されたような基材の側縁部（
Ｌ）に、第１の検知マーク（２１、２２、２３）と第２の検知マーク（４１、４２、４３
）が設けられた熱転写シート１において、その色材層の形成された領域（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ
３）の１単位分（Ｒ）を２分割に使用して、２枚の被転写体１０に印画することができる
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。この場合は、言い換えると色材層の１単位分（Ｒ）である、色材層の形成された領域（
Ｐ）の大きさに対して、半分の大きさの画面（Ｑ）を、被転写体１０に熱転写して印画物
を製造することができる。
【００１９】
　図４は、本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示したものである
。図示した熱転写シート１は、基材上に、イエロー色材層（Ｙ）、マゼンタ色材層（Ｍ）
、シアン色材層（Ｃ）を面順次に形成した３色の色材層からなる色材層群３が、面順次に
、すなわち複数繰り返して形成されたものである。その色材層群３が面順次に形成された
方向（Ａ）とほぼ垂直方向である、前記基材の幅方向（Ｂ）の両端部に、すなわち基材の
両側縁部に検知マークが形成されている。前記色材層群３が面順次に形成された方向（Ａ
）で、前記基材の一の側縁部（Ｌ）であり、かつ各色材層の少なくとも、それらの色材層
同士の境界付近に、第１の検知マーク（２１、２２、２３）が設けられている。さらに、
前記色材層群３が面順次に形成された方向（Ａ）で、前記基材の他の側縁部（Ｍ）であり
、かつ前記の各色材層の形成された領域（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置に、第２の検
知マーク（５１、５２、５３）が設けられている。
【００２０】
　図５に、色材層の形成された領域（Ｐ）、すなわち色材層の１単位分のサイズと、被転
写体に印画する画面（Ｑ）サイズとの関係を説明する概略図を示した。図５は、図４に示
されたような基材の一の側縁部（Ｌ）に、各色材層（Ｙ、Ｍ、Ｃ）のそれらの色材層同士
の境界付近に、第１の検知マークが設けられ、また基材の他の側縁部（Ｍ）であり、かつ
前記の各色材層の形成された領域（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置に、第２の検知マー
クが設けられた熱転写シート１において、その色材層の形成された領域（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ
３）の１単位分（Ｒ）を２分割に使用して、２枚の被転写体１０に熱転写して印画物を製
造することができる。この場合は、言い換えると１単位分（Ｒ）である、色材層の形成さ
れた領域（Ｐ）の大きさに対して、半分の大きさの画面（Ｑ）を、被転写体１０に印画す
ることができる。
【００２１】
　なお、図２、３で説明したことと、図４、５で説明したことで、両方とも色材層の形成
された領域である１単位分（Ｒ）を分割使用して、複数枚の被転写体に熱転写して印画物
を製造することは共通しているが、後で詳細に説明するが、熱転写プリンタに設けられて
いる検知マークセンサの条件が異なっている。すなわち、図２、３の場合では、基材の幅
方向（Ｂ）の一方の端部、つまり基材の側縁部（Ｌ）に対応した位置に設けられた検知マ
ークセンサで第１の検知マークが読み取られるものである。それに対し、図４、５の場合
では、基材の一の側縁部（Ｌ）及び基材の他の側縁部（Ｍ）に対応した位置に、それぞれ
設けられた２つの検知マークセンサが有り、それぞれの検知マークが読み取られるもので
ある。
【００２２】
　また、図４に示す熱転写シート１では、例えば第１の検知マーク（２１、２２、２３）
を一方の検知マークセンサで読み取って、色材層群の１単位で、１枚の被転写体に印画す
ることができる。すなわち、色材層群の１単位で、１枚目の被転写体の印画開始する際、
熱転写シートの基材の幅方向（Ｂ）の端部（Ｌ）で、検知マーク２１の検知有り（ＯＮ）
の信号を受け、まずイエロー色材層（Ｙ）からイエローの画像を被転写体へ所定の位置に
転写する。同じく検知マーク２２の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、マゼンタ色材層（Ｍ
）からマゼンタの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に検知マーク２３の検知有
り（ＯＮ）の信号を受け、シアン色材層（Ｃ）からシアンの画像を被転写体へ所定の位置
に転写して、カラーの熱転写画像が得られる。この熱転写シートの基材の幅方向（Ｂ）の
端部（Ｌ）に有する検知マークは、全て第１の検知マークとして読取るための検知マーク
センサに対応したものである。
【００２３】
　それに対し、第２の検知マーク（５１、５２、５３）を他方の検知マークセンサで読み
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取って、色材層群の１単位で、言い換えると色材層の１単位分（Ｒ）で２枚の被転写体に
印画することができる。その場合、色材層群の１単位で、１枚目の被転写体の印画開始す
る際、熱転写シートの基材の他の側縁部（Ｍ）で、検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の信
号を受け、まずイエロー色材層（Ｙ）からイエローの画像を被転写体へ所定の位置に転写
する。次に、検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の信号を受け、マゼンタ色材層（Ｍ）から
マゼンタの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に、検知マークの検知無し（ＯＦ
Ｆ）の信号を受け、シアン色材層（Ｃ）からシアンの画像を被転写体へ所定の位置に転写
して、１枚目の被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。
【００２４】
　上記の１枚目の被転写体に続いて、２枚目の被転写体の印画開始する際、熱転写シート
の基材の他の側縁部（Ｍ）で、第２の検知マーク５１の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、
まずイエロー色材層（Ｙ）からイエローの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に
、第２の検知マーク５２の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、マゼンタ色材層（Ｍ）からマ
ゼンタの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に、検知マーク５３の検知有り（Ｏ
Ｎ）の信号を受け、シアン色材層（Ｃ）からシアンの画像を被転写体へ所定の位置に転写
して、２枚目の被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。この熱転写シートの基材の
他の側縁部（Ｍ）に有する第２の検知マークは、全て第２の検知マークとして読取るため
の検知マークセンサに対応したものである。
【００２５】
　図４の熱転写シートでは、第１の検知マーク（２１、２２、２３）を一方の検知マーク
センサで検知して、色材層群の１単位で例えば１枚の被転写体、すなわち奇数の被転写体
に熱転写して印画物を製造でき、第２の検知マーク（５１、５２、５３）を他方の検知マ
ークセンサで検知して、色材層群の１単位で例えば２枚の被転写体、すなわち偶数の被転
写体に熱転写して印画物を製造できる。上記の第１の検知マーク（２１、２２、２３）と
第２の検知マーク（５１、５２、５３）を読み取って印画物を製造する方法は、互いに別
個のものであり、それらを同時に行なうことができないものである。すなわち、それは単
独した方法である。また、図４の熱転写シートは、第１の検知マークの形成位置と、第２
の検知マークの形成位置は、色材層群が面順次に形成された方向（Ａ）に対して、異なっ
ている。
【００２６】
　図６は、本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写シートの他例を示したものである
。熱転写シート１は、基材上に、イエロー色材層（Ｙ）、マゼンタ色材層（Ｍ）、シアン
色材層（Ｃ）を面順次に形成した３色の色材層からなる色材層群３が、面順次に、すなわ
ち複数繰り返して形成されたもので、図示したものは、その３色の色材層のうち、マゼン
タ色材層（Ｍ）、シアン色材層（Ｃ）を拡大して示した。色材層群３が面順次に形成され
た方向（Ａ）とほぼ垂直方向である、前記基材の幅方向（Ｂ）の両端部である、基材の両
側縁部（Ｌ、Ｍ）に、側縁部（Ｌ）に第１の検知マーク、側縁部（Ｍ）の第２の検知マー
クが設けられている。色材層群が面順次に形成された方向（Ａ）で、基材の一の側縁部（
Ｌ）であり、かつ各色材層の形成された領域（Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置に、第１の検知
マーク（６１、６２、７１）が設けられている。図６で示した第１の検知マークは、色材
層の形成された領域（Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置、この場合は色材層に隣接して、その色
材層が存在しない領域として存在している。言い換えると、色材層が除かれた余白部とし
て存在している。
【００２７】
　図６の熱転写シートでは、第１の検知マーク（６１、６２、７１）を一つの検知マーク
センサで読み取って、色材層群の１単位で、例えば４枚の被転写体に印画することができ
る。その場合、色材層群の１単位で、１枚目の被転写体の印画開始する際、熱転写シート
の基材の一の側縁部（Ｌ）で、第１の検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の信号を受け、同
じく２枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マーク６１の検知有り（ＯＮ）の信
号を受け、次に３枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マークの検知無し（ＯＦ
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Ｆ）の信号を受け、４枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マーク６２の検知有
り（ＯＮ）の信号を受け、各枚目に対応した印画を行なうことが出来る。したがって、こ
の場合、第１の検知マークを検知マークセンサで検知して、色材層群の１単位で、すなわ
ち色材層の１単位分（Ｒ）で、４枚の被転写体に印画することができる。
【００２８】
　上記の１枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の
信号を受けることだけ説明したが、詳細には第１の検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の信
号を受け、まずイエロー色材層（Ｙ）からイエローの画像を被転写体へ所定の位置に転写
する。次に、第１の検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の信号を受け、マゼンタ色材層（Ｍ
）からマゼンタの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に、第１の検知マークの検
知無し（ＯＦＦ）の信号を受け、シアン色材層（Ｃ）からシアンの画像を被転写体へ所定
の位置に転写して、１枚目の被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。
　なお、３枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マークの検知無し（ＯＦＦ）の
信号を受けるものも、上記の１枚目の被転写体の印画開始する際で詳細に説明したことと
同様に、被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。
【００２９】
　また、上記の２枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マーク６１の検知有り（
ＯＮ）の信号を受けることだけ説明したが、詳細には第１の検知マーク６１の検知有り（
ＯＮ）の信号を受け、まずイエロー色材層（Ｙ）からイエローの画像を被転写体へ所定の
位置に転写する。次に、第１の検知マーク７１の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、マゼン
タ色材層（Ｍ）からマゼンタの画像を被転写体へ所定の位置に転写する。次に、第１の検
知マークの検知有り（ＯＮ）の信号を受け、シアン色材層（Ｃ）からシアンの画像を被転
写体へ所定の位置に転写して、２枚目の被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。
　なお、４枚目の被転写体の印画開始する際、第１の検知マークの検知有り（ＯＮ）の信
号を受けるものも、上記の２枚目の被転写体の印画開始する際で詳細に説明したことと同
様に、被転写体にカラーの熱転写画像が形成される。
【００３０】
　また、図６の熱転写シートでは、色材層群が面順次に形成された方向（Ａ）で、基材の
他の側縁部（Ｍ）であり、かつ各色材層の形成された領域（Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置に
、第２の検知マーク（８１、８２、８３、９１）が設けられている。図６で示した第２の
検知マークは、色材層の形成された領域（Ｐ２、Ｐ３）の周辺の位置、この場合は色材層
に隣接して、その色材層が存在しない領域として存在している。言い換えると、色材層が
除かれた余白部として存在している。第２の検知マーク（８１、８２、８３、９１）をも
う一つの検知マークセンサで読み取って、色材層群の１単位で、例えば３枚の被転写体に
印画することができる。その場合、色材層群の１単位で、すなわち色材層の１単位分（Ｒ
）で、１枚目の被転写体の印画開始する際、熱転写シートの基材の他の側縁部（Ｍ）で、
第２の検知マーク８１の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、同じく２枚目の被転写体の印画
開始する際、第２の検知マーク８２の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、次に３枚目の被転
写体の印画開始する際、第２の検知マーク８３の検知有り（ＯＮ）の信号を受け、各枚目
に対応した印画を行なうことが出来る。したがって、この場合、第２の検知マークを検知
マークセンサで読み取って、色材層群の１単位で、すなわち色材層の１単位分（Ｒ）で、
３枚の被転写体に印画することができる。
【００３１】
　図６の熱転写シートでは、第１の検知マーク（６１、６２、７１）を一方の検知マーク
センサで検知して、色材層群の１単位で例えば４枚の被転写体、すなわち偶数の被転写体
に印画でき、第２の検知マーク（８１、８２、８３、９１）を他方の検知マークセンサで
検知して、色材層群の１単位で例えば３枚の被転写体、すなわち奇数の被転写体に印画で
きる。
　図６で示された基材の側縁部（Ｍ）に形成された第２の検知マークが、図１で示された
基材の側縁部（Ｌ）に形成された第１の検知マークの形成された位置に置き換えてみた場
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合、第２の検知マーク（８１）が、第１の検知マーク（２２）のように、イエローとマゼ
ンタの色材層同士の境界付近に形成されている。その第２の検知マーク（８１）が形成さ
れた側の基材の側縁部（Ｍ）に、色材層の１単位分（Ｒ）を第１の検知マーク（６１、６
２）と異なる分割数で分割使用して複数枚の印画物を製造できる位置に、第３の検知マー
ク（８２、８３）が形成されているものである。この場合（図６）は、基材の側縁部（Ｌ
）に第１の検知マーク（６１、６２）が形成され、基材の側縁部（Ｍ）に第２の検知マー
ク（８１、９１）と、第３の検知マーク（８２、８３）が形成された形態といえる。その
第１～第３の検知マークを検知マークセンサで読み取って、色材層の１単位分（Ｒ）を分
割使用して複数枚の印画物を製造できる。
　図６では、熱転写シートの基材の側縁部（Ｌ）における色材層群３が面順次に形成され
た方向（Ａ）で、色材層の形成された領域（Ｐ２など）が４分割された状態で、被転写体
に所定の色材層が転写されることを示したが、その分割数は４に限らず、偶数であれば、
２、６、８など適用することが可能である。さらに、図６では、熱転写シートの基材の側
縁部（Ｍ）における色材層群３が面順次に形成された方向（Ａ）で、色材層の形成された
領域（Ｐ２など）が３分割された状態で、被転写体に所定の色材層が転写されることを示
したが、その分割数は３に限らず、奇数であれば、５、７など適用することが可能である
。言い換えると、第１～３の検知マークを検知マークセンサで読み取って、色材層の１単
位分の共通した条件で、それぞれ異なる分割数で分割使用して、それぞれ異なる数の印画
物を製造することができる。
【００３２】
　上記の第１の検知マーク、第２の検知マーク及び第３の検知マークを読み取って印画物
を製造する方法は、互いに別個のものであり、それらを同時に行なうことができないもの
である。また、図６の熱転写シートは、第１の検知マークの形成位置と、第２の検知マー
ク及び第３の検知マークの形成位置は、色材層群が面順次に形成された方向（Ａ）に対し
て、異なっている。
【００３３】
　上記の図１～６で示したような本発明の印画物の製造方法で用いられる熱転写シート１
は、色材層同士の境界付近に、また基材の側縁部であり、かつ各色材層の形成された領域
の周辺の位置に、検知マークが設けられているので、検知マークを設ける専用の箇所が、
色材層群が面順次に形成された方向（Ａ）で、色材層の形成された領域に加わることがな
く、結果として多数の印画物を形成する場合でも、熱転写シートの長さを抑制することが
可能となり、また巻取り形態の熱転写シートで巻径も増大することを抑制することが可能
となった。
【００３４】
　以下、本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写プリンタの例として、図７を参照し
て説明する。図示した熱転写プリンタ１００は、ロール状に巻き取られた被転写体１０が
ホルダ（図示していない）に保持され、このロール状の巻取りから被転写体１０が記録部
１２０のサーマルヘッド１０１の有する方へ、供給するように搬送される。その記録部１
２０には図１～６で示したような熱転写シート１が供給ロールから巻上ロールに巻き取ら
れる形態で設置されて準備され、サーマルヘッド１０１とプラテンロール１１０との間に
熱転写シート１と被転写体１０とが重ね合わせられて、挿入され、サーマルヘッド１０１
の加熱及び加圧により、熱転写シート１の色材層が被転写体１０へ転写して印画される。
また、熱転写プリンタ１００には、熱転写シート１に設けられた検知マークを読み取る検
知マークセンサ１０２が設けられている。サーマルヘッド１０１と検知マークセンサ１０
２の熱転写プリンタ１００における設置個所が、熱転写シート１の搬送方向（矢印で示し
た方向）に対して、同一位置であり、検知マークセンサ１０２による検知マークの読み取
りと、略同一のタイミングで、被転写体１０にサーマルヘッド１０１による印画を開始す
ることが可能となる。これにより、検知マークを設ける専用の箇所が、色材層群が面順次
に形成された方向（Ａ）で、色材層の形成された領域に加わることがなく、結果として多
数の印画物を形成する場合でも、熱転写シートの長さを抑制することが可能となり、また
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【００３５】
　図８は、本発明の印画物の製造方法で使用する熱転写プリンタ１００の記録部１２０の
例を示す概略拡大図であり、サーマルヘッド１０１とプラテンロール１１０との間に熱転
写シート１と被転写体１０とが重ね合わせられた状態にある。図８では、熱転写シート１
に設けられた第１の検知マークと第２の検知マークが、色材層群の複数繰り返し形成され
た方向とほぼ垂直方向である、基材の幅方向の両端部、すなわち基材の両側縁部に有する
ものが使用される。（図示はしていない）例えば、図４、図６に示すような第１の検知マ
ークを第１の検知マークセンサ１０２で検知するようにし、また第２の検知マーク（第３
の検知マーク）を第２の検知マークセンサ１０３で検知するようにする。上記の第１の検
知マークセンサ１０２及び第２の検知マークセンサ１０３は、サーマルヘッド１０１の長
手方向の端部近傍に位置する。上記のように、第１の検知マークを一方の検知マークセン
サで検知して、色材層群の１単位で、すなわち色材層の１単位分（Ｒ）で例えば４枚の被
転写体、すなわち偶数の被転写体に印画でき、第２の検知マークを他方の検知マークセン
サで検知して、色材層群の１単位で例えば３枚の被転写体、すなわち奇数の被転写体に印
画できる。これにより、希望する印画物の枚数が奇数、偶数であっても、上記に示したよ
うな１種類の熱転写シートだけで、色材層の１単位分（Ｒ）を使用する共通した条件で、
異なる枚数の印画物の形成を実現することができ、非常に有用なものである。
【符号の説明】
【００３６】
　　１　　　熱転写シート
　　３　　　色材層群
　１０　　　被転写体
　２１、２２、２３、４１、４２、４３、５１、５２、５３、６１、６２、７１、８１、
８２、８３、９１　　　検知マーク
１００　　　熱転写プリンタ
１０１　　　サーマルヘッド
１０２、１０３　　　検知マークセンサ
１１０　　　プラテンロール
１２０　　　記録部
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